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令和７年３月２５日（火）～２６日（水）



地域連携や地域移行・定着について
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障害福祉サービス等の現状（予算・利用者数の推移）
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財務省 社会保障 2024年11月13日より



障害福祉サービス等の現状（利用者・事業所数の増加要因）
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財務省 社会保障 2024年11月13日より



持続可能性の確保等に向けた自治体の取組（障害福祉計画）
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財務省 社会保障 2024年11月13日より



共同生活援助の地域連携会議について
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地域連携会議について
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厚労省 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 2024年2月6日より



地域連携会議について
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●事業所と地域との連携による

①利用者と地域との関係づくり、②地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進、

③サービスの透明性・質の確保、④利用者の権利擁護

を目的に、事業所が設置する外部の目を入れた会議体。

●会議の構成員は、 利用者、利用者家族、

地域の関係者、 福祉に知見のある人、

経営に知見のある人、 市町村担当者などを

想定。このうち、利用者、利用者家族、

地域の関係者は必ず選出することが必要。

●地域連携推進員による事業所見学は、共同生活住居単位となることから、グループホームB、

グループホームCサテライトDそれぞれに年１回以上行われることが必要です。

共同生活援助
A事業所

地域連携会議

グループホームB 事業所見学

グループホームC 事業所見学

サテライトD 事業所見学



地域連携会議について
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※「地域連携推進会議の手引き」より

（40分）

（40分）

（40分）

会議は年に１回以上の開
催であり、頻度が高いわ
けではないため、２時間
程度時間を確保し、内容
を充実させることが望ま
れます。



地域連携会議について
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地域連携会議について
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＜厚生労働省 地域連携推進会議の手引き＞

下記のＵＲＬから地域連携推進会議の手引きが入手可能です。

ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html


地域移行・地域定着について
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地域移行に向けた取組の全体像(イメージ図)
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厚労省 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 2024年2月6日より



地域生活支援拠点等の整備について
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安心して暮らし続けることができる地域共生社会（イメージ）
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厚労省 市町村における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するための研修 2024年1月20日より



大分県地域移行・地域定着支援事例集
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地域移行支援・地域定着関連の報酬（抜粋）
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名 称 概 要 備 考

障害者支援施設

1
地域移行等意向確認体制
未整備減算

地域移行および施設外の日中サービ
スの意向確認を未実施の場合
-5単位/日（R8年度より減算）

R6年度から努力義務。
R8年度から義務化

2
地域生活移行個別支援特
別加算
（Ⅰ）（Ⅱ）

医療観察法に基づく通院医療の利
用者、刑務所出所者等に対する地
域で生活するために必要な相談援
助・個別支援等
（Ⅰ）…12単位/日（体制加算）
（Ⅱ）…306単位/日（3年以内、
個人加算）

社会福祉士、精神保健福
祉士又は公認心理師の資
格を有する従事者がおり、
精神科を担当する医師に
よる月２回以上の定期指
導等が行われていること

3
地域移行促進加算（Ⅰ）
（Ⅱ）
※（Ⅱ）：R6新設

入所者に対し、通所サービスやグルー
プホームの体験等、地域生活への移
行に向けた支援を実施した場合
（Ⅰ）…宿泊体験支援 120単位
/日
（Ⅱ）…食事体験等の支援（宿泊
なし） 60単位/日（月３回まで）

（Ⅰ）：市町村により地
域生活支援拠点等として
の位置づけられ連携担当
者を１名以上配置している
こと

4地域移行加算

退所後の居住の場の確保、在宅サー
ビスの利用調整等を行った場合
500単位/回（入所中２回、退所
後１回まで）

居住には福祉ホームや共
同生活援助を含む

5
地域移行支援体制加算
※R6新設

前年度の地域移行の実績がある施
設において、入所定員を減じた場合
区分に応じて2～15単位/日（1年
限度、定員減1人あたり）

名 称 概 要 備 考

2 共同生活援助（グループホーム）

1共同生活援助サービス費（Ⅱ）

一時的・体験的な利用をした場
合
273～717単位/日（1回連続
30日以内、年50日以内）

事前の支給決定が必
要

2強度行動障害者体験利用加算

一定の研修を修了した者を配置し
ている事業所における、強度行動
障害がある方に対する体験利用を
した場合
400単位/日

強度行動障害者支援
者養成研修（実践研
修）の修了者を配置
し、かつ生活支援員の
うち強度行動障害者
支援者養成研修（基
礎研修）の修了者が
20%以上であること3

強度行動障害者地域移行特別
加算

入所施設等に１年以上入所して
いた強度行動障害（行動関連
項目10点以上）がある方に対し、
相談援助や個別支援等を行った
場合
300単位/日（入所施設等の退
所から１年間以内）

4
重度障害者支援加算（Ⅰ）
（Ⅱ）
※R6拡充

強度行動障害を有する利用者等
に支援計画に基づき個別支援を
行った場合
（Ⅰ）…360単位/日（区分6
かつ行動関連項目10点以上
（180日以内は+500単位/
日））
（Ⅱ）…180単位/日（区分4
かつ行動関連項目10点以上
（180日以内は+400単位/
日））

基準を超える生活支
援員の配置、強度行
動障害者支援者養成
研修（実践研修）等
の修了者による支援計
画の作成、かつ生活支
援員のうち強度行動障
害者支援者養成研修
（基礎研修）等の修
了者が20%以上であ
ること

5精神障害者地域移行特別加算

精神科病院等に１年以上入院し
ていた精神障害がある方に対する、
専門職による相談援助や個別支
援等
300単位/日（退院から１年間
以内）

社会福祉士、精神保
健福祉士又は公認心
理師の資格を有する者
を配置し支援すること



就労選択支援について

令和７年３月１４日 社会保障審議会（障害者部会）参照
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情報公表制度について
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令和6年4月報酬改定資料

登録シートを県に提出（※）→県で登録→詳細事項を入力し承認申請→県が国へ公表依頼
→完了
（※）新規事業所：申請書に添付

その他未登録事業所：メールにて提出（提出先：s12500@pref.oita.jp）
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mailto:s12500@pref.oita.jp


大分県ホームページ
「WAMNET」で検索
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情報公表制度における注意事項
〇情報更新

毎年5月上旬にWAMNETよりメール通知

7月末までに、事業所情報を更新し、承認申請

（情報に変更ない場合も承認申請が必要）

〇メールアドレス

補助金、国通知、各種研修の案内等周知に使用

変更がある場合は、都度障害福祉課施設支援班へメールで
報告してください

～メール本文に記載するもの～

・法人名

・事業所名（事業所メアドに変更がある場合のみ）

・変更後メールアドレス

報告先：障害福祉課施設支援班：s12500@pref.oita.jp
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障害者虐待防止について
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令和6年4月報酬改定資料

30



虐待防止における注意事項
〇運営規程

運営規程には、下記５つについて明記すること（事
業所ハンドブック指定基準編P55）

・虐待の防止に関する担当者の選定

・成年後見制度の利用支援

・苦情解決体制の整備

・従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため
の研修の実施

・虐待防止委員会の設置
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虐待防止研修について

〇従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
こと

（年1回以上）

〇参考となる研修および資料

・【厚生労働省】障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修

講義動画

・大分県障害者虐待防止・権利擁護研修

毎年12月～1月頃実施

講義動画の視聴及び集合形式による演習
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虐待と思われる行為を発見した場合

障害者虐待防止法第十六条

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思
われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村
に通報しなければならない。

☆通報→相談

☆通報（相談）先は、虐待を受けたと思われる利用者の
援護（支給決定）市町村

〇通報（相談）後の対応

行政による立ち入り調査等

→通知、指導等

※あくまで、虐待者を指導・処分する

ためではなく、施設の支援体制の改善

を図るもの
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